


～～～明明明明日日ははわわがが身！ああおおりり運運転転転ををししててししままう心理！～～明日はわが身！あおり運転をしてしまう心理！～
交通安全シリーズ！

日常的な強いストレスや睡眠不足が続くことで私たちの脳は制御不能となり「キレる」といった行

動をとりやすくなりますので気をつけましょう！

■あおり運転の実態

　周囲の運転者に対して「イラ

ッ！」とした感情になった経験は

誰もがあると思います。しかし、

普通は頭にきたからと言って相手

に対してあおり運転をしないもの

です。人には理性があり、相手に

危害を加えることによる代償など

を考え、気持ちを抑えます。

　しかし、感情を抑える間もなく

「キレる」状態に陥り、相手車両

にあおり運転をする運転者が存在

します。厳罰化の施行後もあおり

運転は収まっていません。

　急ブレーキ禁止違反や車間
距離不保持など、妨害運転
（あおり運転）に対する罰則
が2020年6月に施行されま
した。明日はわが身！妨害運
転は決して他人事ではありま
せん。日頃から正常な感情の
コントロールに努めることが
大切です。
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■煽られる側に
　問題があるときもある！

　あおり運転の被害に遭う方の中

には自分は絶対に悪くないと思い

込んでいる運手者がいます。実際

に一方的に相手から何の理由もな

く煽られることもあります。しか

し、あおり運転に発展するには、

運転者同士の何らかのトラブルが

要因となるケースは非常に多いと

言われています。

　特に煽られる側の運転者に周囲

事例などがあります。周りに対す

る配慮もせず、自分だけのことを

考えて走行している運転者におい

ては「あおり運転」を助長してい

る可能性があることを自覚する必

要があります。何か問題が発生し

たとき、人は正常性バイアスによ

り自分は悪くないと正当化する心

理が働くのです。

■あおり運転を
　防止するための方法！

 自らがあおり運転をしないため

に、私たちは正常な感情のコント

ロールを行えるようにする必要が

あります。そのために重要なこと

は日ごろのストレスマネージメン

トや睡眠管理をすることです。私

たちの行動は脳が支配しています。

一人ひとりの脳が正常に制御され

なければ怒りにまかせた感情的な

行動をとってしまうことに繋がり

ます。日ごろのセルフマネージメ

ントを心がけることはとても有効

な方法といえます。

 また、人に対する思いやりの精

神が重要です。気配り、配慮とい

った行動性や思考性を持ち合わせ

ることも重要です。相手に対する

気配りや配慮の気持ちは数日で培

われるものではありません。常日

頃から周囲の人との関わりなどを

大切にしながら社会生活を送るこ

とも対策の一つとなるでしょう。

■なぜ、あおり運転は
　なくならないのか？

　人の感情のコントロールには脳

の働きが関わっています。強いス

トレスや睡眠不足の状態を放置す

ると、脳の

感情をコン

トロールす

る制御シス

テムが異常

を来し、コ

ントロール

できなくな

ると言われ

ています。

ストレス反

の交通に対する配慮が欠けて

いるといった要因が挙げられ

ます。例えば、走行中に後方

確認を怠って急な進路変更を

行うことや、追い越し車線を

低速で走行し、後続が詰まっ

ている状態でも車線を譲らず

に大渋滞を引き起こしている
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応は、自律神経を伝わり、体に反

応を及ぼします。感情をコントロ

ールできなくなった状態では瞬間

的に「キレる」行動を起こしやす

くなります。

　私たちの日常はストレス社会と

も言われます。突発的な外的要因

によって感情が爆発、鎮めること

ができず、攻撃的な行動に走って

しまう可能性があります。そのた

め、法令を厳しくしても、誰もが

あおり運転を行ってしまう側の当

事者となり得るのです。



近年急増しているハラスメントへの対策を！！
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●ハラスメント問題の相談・紛争が増加

●パワハラ行為には６つの定義づけが

「強い指導とパワハラ」　業務上必要な指導や正当な命令、受け手側の過剰反応などはパワハラに該当し
ないとも言われます。状況を見極めながら慎重に対応しましょう。

　パワハラについては、以下の行為が定義づ
けられています。
①優越的な関係を背景として
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③その雇用する労働者の就業環境が害され
ること

　さらにこれを分類すると６つの定義づけが
なされています。
①身体的な攻撃

●初動が奏功する
　ハラスメントが起きた際に事業主が取る行
動としては、いち早く事態の収拾に努めるこ
とです。先延ばしにしたり、時間を稼いだり
することは不信感や不安を募らせる要因にし
かなりません。
　「今回は様子を見てみようよ」とか「時間
が解決してくれるからもう少し待ってみた
ら」などということは単なる先送りにしかな
りません。問題が起きた時に、どのような対
応をとるのかを従業員は感じとります。
　これは私見でもありますが、パワハラを行
ってしまう方は、自分自身が仕事のできる方
や責任感の強い方が、自分と同じことを求め
てしまうために発生していることが多いと感
じます。お互いを思いやる気持ちを持った職
場にしていきたいものですね。

　ここ近年、労働相談の件数が上昇している
項目が「ハラスメント」に関する問題です。
10年ほど前と比べると、解雇などの退職時
のトラブルと逆転するかのように、いじめや
ハラスメントに関する相談や紛争が増えてい
ます。その件数は事業の種類を問わず急増し
ているといってもよいでしょう。
　セクシャルハラスメント、マタニティハラ
スメントは、2017年から法律によって防止
策が取られていますが、パワーハラスメント
（以下「パワハラ」）については、大企業は
2020年の６月から法規制が始まり、中小企
業においても2022年４月から施行されます。
いつ、どんな時に降り掛かるかわからない問
題ですので、まだ先のことととらえずに対策
を考えてまいりましょう。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 損害保険代理店活用シリーズ

　2020年、パワーハラスメントに対する防止策が法制化
されました。セクシャルハラスメントなど、急増するハラ
スメント対策を取っておかないと、いい人材が流出してし
まいます。会社を、従業員を守るためにも中小企業でも対
策を取っておきましょう。
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②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
　部下への指導とパワハラの線引きはどこに
あるのか、明確なものはありません。しかし、
何の対策も取らないことは従業員への不信感
につながりますので、積極的な対応が求めら
れます。



損害保険トータルプランナーやファイナンシャルプランナーがご相談に対応致します


